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教 育 委 員 会 告 示

島根県教育委員会告示第１号

島根県文化財保護条例（昭和30年島根県条例第６号）第31条第１項の規定により、次の史跡を島根県指定史跡に指定し

たので、同条第２項において準用する同条例第４条第４項の規定により告示する。

平成28年４月12日

島根県教育委員会教育長 鴨 木 朗

種 別 名 称 員 数 所 在 地 所 有 者

史跡 丸山城跡 １所 邑智郡川本町大字三原761番 川本町

761番１

765番２

768番１

768番２

768番３

768番４

768番５

768番６

768番８

768番10

765番２と768番５に挟まれ768番１と768番４に挟まれるま

での道路敷、761番と761番１に挟まれる道路敷、761番１と

765番２に挟まれる道路敷及び水路敷、761番と765番２に挟

まれる水路敷、761番と761番１に挟まれる水路敷、761番１

に介在する水路敷を含む。

邑智郡川本町大字三原768番７ 日本放送協会
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